
　日頃より、新発田ガス株式会社をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
　このたび弊社は、平成28年11月1日を実施日として、ガス料金改定を主な内容と
する一般ガス供給約款（新発田地区）及び選択約款（新発田地区）の変更について、
平成28年10月6日関東経済産業局長に届出を行いました。

　弊社は、都市ガスの安定供給と保安の確保を図ると共に、お客様からのガス料金
低廉化のご要望やお客様サービスの向上にお応えするため、経営の効率化を推進し
てまいりました。このたび、これまでの経営効率化によるコストダウンの成果をお
客様に還元させていただくため、ガス料金の引き下げを実施いたします。
　その結果、新発田地区の供給約款・選択約款をあわせた小口部門で平均0.09％の
引き下げ、標準家庭1ケ月当たりのガス料金（使用料48㎥）においては5円（消費税
込）の引き下げとなります。

　また、弊社が都市ガスの原料を購入しております卸元業者が、国産天然ガス価格
を輸入LNG価格と連動させる新たな原料費調整制度を導入したことから、この内容
を約款に反映すべく、原料費調整条項の変更を申請いたしました。

　弊社は引き続き安定供給、保安の確保及びお客様サービスの向上に努めてまいり
ますので、ご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。 

　今回の改定に伴い、基準平均原料価格を39,090円/トンに変更いたします。
新平均原料価格は、平成28年3～5月期の貿易統計の平均原料価格に基づき算定しています。

ガス料金改定（新発田地区）のお知らせ

早収料金＝旧供給約款適用期間の早収料金＋新供給約款適用期間の早収料金

旧供給約款適用期間の早収料金（少数点以下の端数切捨て）
＝旧供給約款の基本料金×D1/D+旧供給約款平成28年6月から平成28年8月
　までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V1
新供給約款適用期間の早収料金（少数点以下の端数切捨て）
＝新供給約款の基本料金×D2/D+新供給約款平成28年6月から平成28年8月
　までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2

（注）１．小口部門とは、年間使用料10万㎥以上（46MJ換算）使用の大口を除いたもの。
　　２．旧平均単価は、変更前の料金収入を原価算定期間中の販売量で除したもの。
　　３．標準家庭のご使用量は弊社における家庭用1件/月当たりの平均（平成23年～
　　　 27年 の5年間実績）に基づいております。

■平均原料価格の算定
平均原料価格＝LNG平均価格×1.0299（10円未満四捨五入）
*LNG平均価格は、料金適用月の5～3ヶ月前の貿易統計値に
 より算定します。
 なお、基準平均原料価格は、平成28年3～5月の貿易統計値に
 より算定しております。

お問い合わせ
新発田ガス株式会社  総務部  料金係　 0254-22-4181（平日8：30～17：00）

1.ガス料金改定の内容

2.原料費調整制度における基準平均原料価格の変更

　新料金適用実施日（平成28年11月1日）の前日（平成28年10月31日）までのご使用期間には、旧
供給約款早収料金を、新料金適用実施日以降のご使用期間には新供給約款従早収料金を各々適用
し、料金を算定いたします。具体的な算定方法は、前回検針日の翌日から今回検針日までの間のご
使用料を料金改定前の日数と料金改定後の日数に応じて按分いたします。このご使用量を基に旧・
新料金の日割計算によって料金を算定いたします。

４．平成28年11月分ガス料金算定方法

３．平成28年11月1日からのガス使用分に適用されるガス料金

《改定率等》

供給約款料金

小口部門

旧平均単価（税抜）

100.84円／㎥

90.90円／㎥

100.77円／㎥

90.82円／㎥

▲0.07%

▲0.09%

新平均単価（税抜） 改定率

LNG平均価格
（貿易統計値）

基準平均原料価格
（平成28年3～5月）

平均原料価格

37,960円／トン

39,090円／トン

　　平成28年11月分検針票は、料金改定月により、上記方法で計算したご請求予定額を表示
しますが、適用料金表は、新・旧単価が混在するため、表示する事ができません。大変ご迷惑を
おかけいたしますが、あらかじめご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

料金表A

料金表B

料金表C

適用区分使用量 基本料金
（1ケ月当たり）

調整単位料金（従量料金）（1㎡当り）
基準単位料金 調整額

±調整

0㎥～25㎥

25㎥超～350㎥

350㎥超～

1026.00円

1339.20円

4605.12円

100.65円

88.12円

78.79円

《標準家庭》

月の使用料が
48㎥のご家庭

現行料金（税込）

5,573円／月 5,568円／月 ▲5円

届出料金（税込） 増減額

（備考）
D＝料金算定期間の日数
D1＝Dのうち平成28年10月31日までの期間に属する日数
D2＝Dのうち平成28年11月1日以降の期間に属する日数
V＝料金算定期間の使用量
V1＝旧供給約款適用期間の使用量＝V×D1/D
　　（小数点第1位以下切り捨て）
V2＝新供給約款適用期間の使用量＝V－V１

●供給約款（一般約款 新発田地区） （41.8605MJ／㎥税込）

算 定 式


